
（様式第１号）質問書

（様式第２号）参加表明書

（様式第３号）誓約書

（様式第16号）辞退届

特定設計業務等共同企業体協定書届（必要に応じて提出）

（様式第15号）参考見積（歩掛）

（様式第14号）参考積算見積書

公募型プロポーザル方式に係る参考様式集

（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務

特定設計業務等共同企業体協定書（必要に応じて提出）

（様式第４号）会社の概要

（様式第５号）優良業務表彰実績

（様式第８号）予定管理技術者の同種又は類似業務実績

（様式第７号）予定管理技術者の経歴等

（様式第６号）業務実施体制

（様式第９号）予定担当技術者の経歴等

（様式第10号）企画提案書（鏡）

（様式第11号）企画提案書
　　　　　　　（業務実施方針、業務内容（フロー）、実施スケジュール案）

（様式第12号）企画提案書
　　　　　　　　　（その他【有益な代替案、重要事項の指摘、業務の円滑化の提案について】）

（様式第13号）企画提案書（業務概要に対する貴社の提案【特定テーマ】）



（様式第１号）

令和　　年　　月　　日

豊見城市　総務部

管財課　殿

：

：

：

※FAX：098-850-5343　※TEL：098-850-0519
※メールアドレス：zaisan-g@city.tomigusuku.lg.jp）

業務名

担当者氏名

（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務

TEL番号
FAX番号

メールアドレス

代 表 者

商 号 又 は 名 称

住 所

質問事項

質　問　書



令和　　年　　月　　日

豊見城市長　殿

（参加申込者）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

連 絡 担 当 者

所 属 ・ 役 職

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

E-mail

（様式第２号）

  （仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務について、
企画提案書の提出を希望します。

参加表明書



（様式第３号）

令和　　年　　月　　日

豊見城市長　殿

誓約書

　（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務に係る
公募型プロポーザルに参加するにあたり、関係法令等について再度認識のうえ、厳正な手続
きを行い、下記事項の全てに該当する事業者であることを誓約します。なお、虚偽、不正行
為が判明したときは、いかなる処分に対しても異議を申し立てません。

※共同企業体の場合は、構成員ごとに誓約書を提出すること。

記

・（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務に係る
公募型プロポーザル実施要領に記載された応募資格を満たした事業者であること。

・（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務ににつ
いて、受託業務を遅延なく履行できる能力を有する事業者であること。

所 在 地 又 は 住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 ・ 氏 名



（様式第４号）

会社の技術者数

会 社 の 概 要

資 本 金

設 立

（ 県 外 ・ 県 内 別 ）

(上記の)資格保
有者の技術者数

資格

業 務 内 容

組 織 図

事 業 所 住 所



：

：

：

：

：

：

登録年月日

登録年月日

登録番号

　注１）登録状況がわかる資料を添付すること。

登録番号

●地質調査業者登録規定に基づく登録状況

登録年月日

登録番号

●測量法第５５条に基づく登録状況

　建設コンサルタント登録規定、地質調査業者登録規程、測量法第５５条に基づく登録状況

●建設コンサルタント登録規定に基づく登録状況

登録部門 ：　　　〇〇部門



（様式第５号）

注１）　優良技術者表彰を受けたことを証する書類を添付すること

業務の概要

履行期間

発注機関名

住所

TEL

　　国、沖縄県、その他地方公共団体から受けた企業の優良技術者表彰の実績

業務名

契約金額



〇　業務実施体制

注１）
注２） 　担当技術者は、最大３名まで記載できる。（複数名配置する場合は、１名代表者を決め、

担当技術者の（1）に記載し、氏名の後に「（代表担当技術者）」と記載すること。
注３） 　設計共同体の場合は、「所属・役職」欄に各技術者の所属企業名も記入すること。

〇　再委託がある場合

注１）

　氏名にはふりがなをふること。

２）

管理技術者

３）

担当技術者

１）

（様式第６号）

予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容

照査技術者

再委託先 担当技術者名 業務内容

　氏名にはふりがなをふること。

予定額 備考



業務
分類

履行
期間

同種
・

類似

業務
分類

履行
期間

同種
・

類似

業務
分類

履行
期間

同種
・

類似
・

その他

業務名
職務上の立場
（役職名）

⑩　当該地域（沖縄県内）の業務実績（地域精通度の評価）

（契約金額合計　　　万円）

職務上の立場
（役職名）

⑦　手持業務の状況（平成　　年　　月　　日現在）【公示日。ただし、前年度公告年次度４月
契約業務（年度を跨ぐ手続き）は７月１日（７月最初の勤務日）とする。】、管理技術者、又は
担当技術者となっている契約金額500万円以上

発注機関
機関名

（所属機関）

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

（様式第７号）

予定管理技術者の経歴等

３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　年　月（　年　　ヶ月）

⑨ 同種又は類似業務の優秀技術者表彰（国、県、地方公共団体）の経歴 ※ 優良業務表彰を
受けたことを証する書類を添付すること
　　有　・　無

RCCM　 （部門：　　  分野：　　  ）・登録番号：　　　　  ・登録年月日：

①　氏名 ②　生年月日

③　所属・役職

④　保有資格　※資格の写しを添付すること

技術士 （部門：　　　分野：　　　）・登録番号：　　　　　・登録年月日：

その他 （名称：　　　　　　　　　）・登録番号：　　　　　・取得年月日：

⑤　同種又は類似業務経歴（１件）

（管理技術者または主任技術者の実務経験等）

⑥　同種又は類似業務をマネジメントした実務経験（１件）

業務名

※　⑤、⑥、⑩は、重複して記載でき、業務を担当した事を証するTECRIS登録内容確認書または契約書、
業務計画書または業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。

２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　年　月（　年　　ヶ月）

（累計　　年　　ヶ月）

発注機関業務名

⑧　実務経験の経歴（直近の順に記入）

１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月～　年　月（　年　　ヶ月）

契約金額発注機関



（様式第８号）

（氏名　　　　　　　　）

予定管理技術者の同種又は類似業務実績

注１）　業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。

注２）　様式７⑤、⑥、⑩が異なる場合は、いずれか１件を記載すること。

発注機関名

業務の技術的特徴

住所

業務の概要

当該技術者の
業務担当の内容

（〇〇技術者として従事）

TEL

業務分類 同種（あるいは類似）業務

契約金額

業務名

履行期間



注１）業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。

注２）様式９に記載した同種または類似業務を重複して記載できる。

技術的特徴

　注３）業務を担当した事を証するTECRIS登録内容確認書または契約書、業務計画書又は業務報告書等の該
当部分の写しを添付すること。

TEL

業務の概要

発注機関名

住所

契約金額

履行期間

業務名

　　同種又は類似業務実績等

業務分類



業務
分類

職務上
の立場

履行
期間

同種
・

類似

同種
・

類似

同種
・

類似

同種
・

類似

同種
・

類似

（様式第９号）

予定担当技術者の経歴等

①　氏名 ②　生年月日

③　所属・役職

④　保有資格　※資格の写しを添付すること

技術士 （部門：　　　分野：　　　）・登録番号：　　　　　・登録年月日：

その他 （名称：　　　　　　　　　）・登録番号：　　　　　・取得年月日：

⑤　同種又は類似業務経歴（直近５件以内）

業務名 発注機関

RCCM　 （部門：　　  分野：　　  ）・登録番号：　　　　  ・登録年月日：

※　⑤の業務を担当した事を証するTECRIS登録内容確認書または契約書、業務計画書又は業務
報告書等の該当部分の写しを添付すること。

※　職務上の立場とは、その業務における役割分担をいう。管理技術者、担当技術者の別を記入
すること。



注１）業務分類には、「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。

注２）様式９に記載した同種または類似業務を重複して記載できる。

　注３）業務を担当した事を証するTECRIS登録内容確認書または契約書、業務計画書又は業務報告書等の該
当部分の写しを添付すること。

業務の概要

技術的特徴

住所

TEL

履行期間

発注機関名

　　同種又は類似業務実績等

契約金額

業務名

業務分類



令和　　年　　月　　日

豊見城市長　殿

提出者） 住 所

電 話 番 号

会 社 名

代 表 者

作成者） 担 当 部 署

氏 名

F A X

E - m a ｉ l

記

業 務 の 名 称

履 行 期 間

（様式第10号）

印

企　画　提　案　書

下記業務について、企画提案書を提出します。

契約締結の翌日　から　令和９年３月12日

　（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務



〇業務実施方針 〇業務内容（フロー）

〇実施スケジュール案

月 月 月 月 月 月 月 月

（様式第11号）

備考検討項目
業務工程

※提出者（設計共同体の構成員を含む）及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容
の記述（具体的な社名・個人名等）を記載してはならない。



〇 その他（有益な代替案、重要事項の指摘、業務の円滑化の提案について）

１．有益な代替案

２．重要事項の指摘

３．業務の円滑化の提案に関する提案

（様式第12号）

※ 本様式については、有益な代替案、重要事項の指摘、更に地域の実情を把握した上で業務
の円滑な実施に関する提案がある場合のみ記載すること。

※ 有益な代替案、重要事項の指摘、業務の円滑化の提案に関する提案に関する提案が無い場
合は、「提案はありません」と記入のうえ、本様式を提出すること。

※ 有益な代替案、業務の円滑化の提案については、見積もりに含まれるか否か記入するこ
と。



〇業務概要に対する貴社の提案

注２）提出者（設計共同体の構成員を含む）及び協力を求める学識経験者等を特定することが
できる内容の記述（具体的な社名・個人名等）を記載してはならない。

（様式第13号）

注１）　特定テーマに対する提案の作成にあたっては、曖昧な表現は避け、実施することを明
確に記載すること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。

特定テーマ：
当該事業に係る地域経済・社会の活性化を図る指標について

（物価変動リスクへの対応含む）



〇業務概要に対する貴社の提案

注２）提出者（設計共同体の構成員を含む）及び協力を求める学識経験者等を特定することが
できる内容の記述（具体的な社名・個人名等）を記載してはならない。

（様式第13号）

特定テーマ： 民間活力導入に係るVFMによる財政削減効果について

注１）　特定テーマに対する提案の作成にあたっては、曖昧な表現は避け、実施することを明
確に記載すること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。



下記のとおり御見積り申し上げます。

備　考 ※消費税は別途請求とします。

摘　要金　額単　価単　位 数　量細　別 規　格工　種 種　別

代 表 者
合 計 金 額

電 話 番 号

豊 見 城 市 長 御　中
業 者 名

件 名
（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エ
ネ使用周回バス運行可能性調査業務 住 所

（様式第14号）　　　　　　　　　　　　　参　考　積　算　見　積　書
令和 年 月 日



（様式第15号）

※　仕様書・数量総括表に基づき、各作業・職種区分ごとに必要な員数を記載すること。
※　技術者単価は、令和8年度単価とすること。
※　単位当たり数量に注意すること。
※　必要に応じて、行を追加すること。

会社名：

１．駐車場整備・バス運行水準の検討 １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

２．民間事業者へのヒアリング調査 １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

３．事業スキームの検討（エネルギー需要の把握、再エネ供給ポテンシャルの把握、再エネ供給スキームの検討） １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

４．事業化に向けた課題整理 １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

５．計画書作成 １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

６．打合せ協議 １式当り

理事・技師長 主任技術者 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

数量 人 人 人 人 人 人 人

７．その他（直接経費）

計画書 単価

数量 円

報告書 単価

数量 円

電子データ（CD-R) 単価

数量 円

（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務（参考見積（歩掛））



（様式第16号）

印

辞　退　届

件 名 ： （仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務

上 記 に つ い て 都 合 に よ り 、 企 画 提 案 を 辞 退 し ま す 。

令和 年 月 日

豊見城市長　殿

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名



（様式第16号）

特定設計業務等共同企業体

印

印

印

辞　退　届

住 所

上 記 に つ い て 都 合 に よ り 、 企 画 提 案 を 辞 退 し ま す 。

令和 年 月 日

豊見城市長　殿

（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務

商号又は名称

代 表 者 氏 名

構 成 員 住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

代 表 者 住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

構 成 員

件 名 ：



特定設計業務等共同企業体

構 成 員 住 所

商号又は名称

氏 名 印

印

構 成 員 住 所

商号又は名称

氏 名 印

氏 名

豊見城市長　殿

代 表 者 住 所

商号又は名称

特定設計業務等共同企業体協定書届

令和 年 月 日

　豊見城市が発注する『（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ
使用周回バス運行可能性調査業務』に関して、別添のとおり特定設計業務
等共同企業体協定を締結したのでお届けします。



特定設計業務等共同企業体協定書(甲)

令和◯年◯月

件名：（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回バス運行可能性調査業務



（目　的）
　当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。

　前号に附帯する事業。

（名　称）
　当共同企業体は、 特定設計

業務等共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

（構成員の住所及び名称）
　当企業体の構成員は、次のとおりとする。

（代表者の名称）
　当企業体は、

を代表者とする。

（代表者の権限）

（構成員の出資の割合）
第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該委託業務について発注

者と契約内容の変更増減があつても、構成員の出資の割合は変わらないものとす
る。

第７条 　当企業体の代表者は、委託業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行
うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに業
務委託料（前払金及び部分代金を含む ）の請求、受領及び当企業体に属する財産
を管理する権限を有するものとする。

２ 　委託業務を受注することが出来なかった場合は、当企業体は、前項の規定にかか
わらず、当該委託業務に係わる委託契約が締結された日に解散するものとする。

第５条

住 所
商 号 又 は 名 称
氏 名

住 所
商 号 又 は 名 称
氏 名

第６条

第４条 　当企業体は、令和　　年　　月　　日に成立し、委託業務の委託契約の履行後
３ヶ月を経過するまでの期間は、解散することができない。

特定設計業務等共同企業体協定書(甲)

第１条

1 　豊見城市発注に係る『（仮称）瀬長島モビリティゲート整備及び再エネ使用周回
バス運行可能性調査業務』当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「委
託業務」という ）の受注

２

第２条

第３条 　当企業体は、事務所を



（運営委員会）

（構成員の責任）

（取引金融機関）
　当企業体の取引金融機関は、 とし、

る。

（決　算）
　当企業体は、委託業務完了の都度、当該委託業務について決算するものとする。

（利益金の配当の割合）

（欠損金の負担の割合）

（権利義務の譲渡の制限）
　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

（委託業務途中における構成員の脱退に対する措置）

４ 　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結
果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかつた
場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。

５ 　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利金の配当は行わない。

３ 　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の
割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有
している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とす
る。

共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引きするものとす

第12条

第13条 　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に
利益金を配当するものとする。

第14条 　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員
が欠損金を負担するものとする。

第15条

第16条 　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完了
する日までは脱退することができない。

２ 　構成員のうち委託業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合にお
いては、残存構成員が共同連帯して委託業務を履行する。

第９条 　当企業体は、構成員全員をもつて運営委員会を設け、組織及び編成並びに委託業
務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の
運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、委託業務の完了に当
るものとする。

第10条 　各構成員は、委託業務の委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に
伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

第11条

％

％

２ 　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価
するものとする。



（構成員の除名）

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置）

（代表者の変更）

（解散後のかし担保責任）

（協定書に定めのない事項）

外１社は、前記のとおり

特定設計業務等共同企業体協定を締結したので、その証拠とし

て協定書３通を作成し、各通に構成員が記名捺印の上、各自１通を所有し、１通は発注者に

提出するものとする。

商 号 又 は 名 称
氏 名 印

日

住 所
商 号 又 は 名 称
氏 名 印

月

住 所

令和 年

第17条の２ 　代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせ
なくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発
注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるも
のとする。

第18条 　当企業体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成
員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

第19条 　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとす
る。

２ 　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならな
い。３ 　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項
までを準用するものとする。

第17条 　構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第
16条第２項から第５項までを準用するものとする。

第16条の２ 　当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不
履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全
員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。


